
質問内容 回答

 指定管理経費151,715千円の内訳は、産学交流センターと清水産業・情
報プラザ、それぞれいくらか。

静岡市産学交流センター79,132千円
静岡市清水産業・情報プラザ　72,583千円
計151,715千円です。

指定管理者が収入する利用料金及び事業費収入は、産学交流センターと
清水産業・情報プラザ、それぞれいくらを見込んでいるのか。

静岡市産学交流センター17,450千円
静岡市清水産業・情報プラザ　12,078千円
です。

光熱費等18,717千円の内訳は、産学交流センターと清水産業・情報プラ
ザ、それぞれいくらか。

静岡市産学交流センター11,166千円
静岡市清水産業・情報プラザ　7,551千円
計18,717千円です。

市が直接管理する、産学交流センター７階の「コ・クリエーションスペース」
に係る清掃、警備、空調保守、光熱水費等の関連経費は、指定管理料とは
別に、委託料又は負担金として指定管理者に支払うことになると思うが、
いくらを見込んでいるのか。

現在の大会議室の面積と施設の全体面積から按分してお支払いする予定です
が、正式な金額は令和6年3月に決定する予定です。

申請書類エ登記事項証明書は3ヶ月以内、6ヶ月以内などの指定はありま
すか。

3ヶ月以内に取得した証明書を提出してください。

静岡市産学交流センター・静岡市清水産業・情報プラザ指定管理募集に係る回答表


